
 

 

令和５年３月６日 

都市整備部建築課 

 

江東区老朽空家等対策審議会条例施行規則（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、江東区老朽空家等対策審議会条例（令和５年 月江東区

条例第 号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、江東区老朽

空家等対策審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（専門部会） 

第２条 条例第９条に規定する専門部会の部会長は、必要に応じて専門部会を

招集し、会務を総理する。 

２ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ

指名する委員がその職務を代理する。 

３ 専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又

は他の方法で意見を聴くことができる。 

 

（審議会の招集の特例） 

第３条 会長は、災害その他の理由により審議会を招集することができない場

合においては、審議会を書面その他の方法により開催することができる。 

 

（委任） 

第４条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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